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参考資料

適正使用情報提供状況確認等事業について

１．はじめに

　厚生労働省では，平成21年度に，厚生労働省が製造販売業者に指示した添付文書改訂等の適正使用に
関する情報が製造販売業者から医療機関に対して適切に提供されているか，また提供された情報が医療
機関内においてどのように周知されたかを調査し，今後の情報提供に関する業務の参考情報とするとと
もに，調査対象医療機関に対して（独）医薬品医療機器総合機構の情報配信サービス（以下，プッシュ
メールという）への登録を促進する事業を行いました。今般，当該事業を実施した（株）三菱総合研究
所から報告書が提出されましたので紹介いたします。

２．医療関係者へのお願い

　本報告書においては，医療機関の規模によって，適正使用に関する情報の入手先や入手のタイミング
が異なる傾向があることが明らかになりました。一方，医療機関の規模に関わらず，プッシュメールに
登録している医療機関は情報が早く入手できていることがわかりました。みなさまにおかれましては，
適正使用に関する情報を早く確実に入手する手段として，是非，プッシュメールにご登録いただき，ご
利用をお願いいたします。
　プッシュメール登録先：�http://www.info.pmda.go.jp/info/idx-push.html　

３．おわりに

　紙面の都合上，最終報告書のみ掲載しておりますが，その他の報告書などにつきましても厚生労働省
のホームページ及び医薬品医療機器情報提供ホームページに掲載していますのでそちらをご覧くださ
い。

厚生労働省ホームページ
http://www1.mhlw.go.jp/kinkyu/iyaku_j/100519.html　

医薬品医療機器情報提供ホームページ
http://www.info.pmda.go.jp/kyoten_iyaku/tekisei_report.html　

http://www.info.pmda.go.jp/info/idx-push.html
http://www1.mhlw.go.jp/kinkyu/iyaku_j/100519.html
http://www.info.pmda.go.jp/kyoten_iyaku/tekisei_report.html
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